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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成28年4月21日(2016.4.21)

【公表番号】特表2015-511939(P2015-511939A)
【公表日】平成27年4月23日(2015.4.23)
【年通号数】公開・登録公報2015-027
【出願番号】特願2014-555134(P2014-555134)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｋ   8/37     (2006.01)
   Ｃ１１Ｄ   1/68     (2006.01)
   Ｃ１１Ｄ   1/72     (2006.01)
   Ｃ１１Ｄ   3/08     (2006.01)
   Ｃ１１Ｄ   3/20     (2006.01)
   Ｃ１１Ｄ   3/37     (2006.01)
   Ｃ１１Ｄ   3/14     (2006.01)
   Ｃ１１Ｄ   3/382    (2006.01)
   Ａ６１Ｋ   8/39     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ   8/25     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ   8/73     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ   8/49     (2006.01)
   Ａ６１Ｑ  19/10     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｋ    8/37     　　　　
   Ｃ１１Ｄ    1/68     　　　　
   Ｃ１１Ｄ    1/72     　　　　
   Ｃ１１Ｄ    3/08     　　　　
   Ｃ１１Ｄ    3/20     　　　　
   Ｃ１１Ｄ    3/37     　　　　
   Ｃ１１Ｄ    3/14     　　　　
   Ｃ１１Ｄ    3/382    　　　　
   Ａ６１Ｋ    8/39     　　　　
   Ａ６１Ｋ    8/25     　　　　
   Ａ６１Ｋ    8/73     　　　　
   Ａ６１Ｋ    8/49     　　　　
   Ａ６１Ｑ   19/10     　　　　

【誤訳訂正書】
【提出日】平成28年2月25日(2016.2.25)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１８】
　本発明による組成物は、皮膚および／または手の洗浄のために特に好適なものは、下記
の成分：
　ａ．）少なくとも１種のアルキルエステルおよび／またはジエステルと、
　ｂ．）０ｗｔ％～４０ｗｔ％の脂肪アルコールエトキシレートの群から選択された少な
くとも１種の界面活性剤と、
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　ｃ．）少なくとも１種のチキソトロピー剤および少なくとも１種の親水性、パイロジェ
ニック（ｐｙｒｏｇｅｎｉｃ）ケイ酸と、
　ｄ．）０ｗｔ％～３０ｗｔ％の１種または２種以上の研磨剤と、
　ｅ．）０ｗｔ％～５ｗｔ％の少なくとも１種の生理適合性炭酸エステルと
　ｆ．）０～＜１０ｗｔ％の水と、
　ｇ．）任意選択的に１種または２種以上の粘度形成剤と、
　ｈ．）任意選択的にさらに化粧品サプリメント、添加物および／または活性成分と、
　ｉ．）Ｄ－グルコピラノース単位当たり平均して１．０～２．９存在する３つのＯＨ基
がエトキシ基により置換されている０．１ｗｔ％～２０ｗｔ％のヒドロキシエチルセルロ
ースと、を含み、
成分ａ．）～ｉ．）の合計が組成物に対して１００ｗｔ％となることを特徴とする。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４１】
　本発明によるスキンおよびハンドクレンザーは、非常に良好な洗浄作用を生成するが、
それにも関わらずスキンおよびハンドクレンザーは、任意選択的成分ｄ．）として、ある
洗浄用途のための研磨剤を任意選択的に含むことができる。
　組成物中における研磨剤または研磨剤の比率は、組成物に基づいて、好ましくは＞０～
３０ｗｔ％、好ましくは５ｗｔ％～３０ｗｔ％、そして特に好ましくは５ｗｔ％～２５ｗ
ｔ％である。研磨剤として、ハンドおよび／またはスキンクレンザーのための本発明によ
る組成物は、すべての公知の研磨剤を有する。使用できる研磨剤は、砂、軽石、炭酸カル
シウムまたはカオリン等の無機研磨剤、および有機研磨剤を含む。使用できる有機研磨剤
は、例えば、ポリエチレンまたはポリウレタン系合成研磨剤、水膨潤性粒子状有機ポリマ
ー、天然穀粒（ｋｅｒｎｅｌ）、殻（ｈｕｓｋ）および／または殻粉（ｓｈｅｌｌ ｆｌ
ｏｕｒ）、特にクルミ殻、アーモンド殻、ヘーゼルナッツ殻、オリーブの種（ｐｉｔ）、
アプリコットの種、サクランボの種およびトウモロコシ粉またはこれらの殻および穀粒粉
またはホホバワックス等のワックスパール（ｗａｘ ｐｅａｒｌｓ）の任意の混合物に基
づく研磨剤を含む。殻および／または穀粒粉に関して、過酸化水素で漂白した粉末または
熱処理した粉末等の従来技術から公知のものを用いることができる。熱処理した粉末、特
に国際公開第２０１１／０５１０８３号パンフレットに記載したものが、好ましくは使用
される。好ましくは、本発明による組成物は、研磨剤として、クルミ殻粉、および特に好
ましくは熱処理したクルミ殻粉、特に国際公開第２０１１／０５１０８３号パンフレット
に記載されたものを有する。２種または３種以上の上記の研磨剤が成分ｄ．）として本発
明による組成物中に存在する場合好都合であることができる。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００７０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００７０】
　本発明によるスキンおよびハンドクレンザーは、増粘剤ｉ．）として、ｄ－グルコピラ
ノース単位当たり、存在する３つのＯＨ基の平均で、好ましくは１．５～２．９、好まし
くは２．０～２．７、そして好ましくは２．５がエトキシ基で置換された、ヒドロキシエ
チルセルロースを含む。好適なヒドロキシエチルセルロースは、例えばＥＴＨＯＣＥＬ（
商標）の名称下でＤｏｗ  Ｃｈｅｍｉｃａｌ  Ｃｏｍｐａｎｙから入手できる。特に好適
なものは、Ｄｏｗ Ｃｈｅｍｉｃａｌ  Ｃｏｍｐａｎｙからの製品ＥＴＨＯＣＥＬ（商標
）Ｓｔａｎｄａｒｄ２０ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌである。
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【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００７１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００７１】
　本発明によるスキンおよび／またはハンドクレンザー中における平均してグルコピラノ
ース単位当たり存在する３つのＯＨ基の１．０～２．９がエトキシ基により置換されたヒ
ドロキシエチルセルロースの含有量は、本発明によるスキンおよび／またはハンドクレン
ザーの全質量を基準として、好ましくは１ｗｔ％～１０ｗｔ％、好ましくは２ｗｔ％～５
ｗｔ％およびさらに好ましくは、３ｗｔ％～４ｗｔ％を構成する。
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